
資料３

動物愛護管理推進計画の

進捗状況について



１ 改正計画時期

県の動物愛護管理推進計画は、国の基本指針を基として策定される。

国の基本指針改正時期 県の動物愛護推進計画改正時期

平成３０年 or３１年？ 平成３１年 or３２年？

２ 進捗状況

（１）犬猫の引取り数（法第３５条第１項、第３項による引取り・３市含む）

犬 猫

平成１８年度 ２，４４６ ９，３８４ H18有料化
平成２１年度 １，７９３ ８，０６６ H22値上げ
平成２４年度 ６８０ ４，７２１ H23事前相談制
平成２７年度 ３７７ ２，６７２

平成２８年度 ３１９ ２，４１２

平成２９年度 ２９９ ２，０９９

平成３５年度（目標値） ３００ ２，０００

現状は、

・飼い主のいない子猫の引取りが多い。

→平成２９年度県の法第３５条第１項及び第３項による猫引取り数

１，５２３頭のうち１，１５９頭が飼い主のいない子猫（７６％）

子猫 成猫 計

第 35条 1項 １３２ １８７ ３１９

第 35条 3項 １，１５９ ４５ １，２０４

・引取り数の減少率鈍化が顕著である。

・多頭飼養崩壊に関連する引取りが目立つ。

以下の事項について継続的に取り組むことが必要。

・地域猫活動の推進

・猫の屋内飼養の推進

・無責任な餌やりに対する指導

・多頭飼養者に対し早い段階での適正飼養指導



（２）犬の捕獲（負傷収容含む）と返還数（３市含む）

捕獲数 返還数

平成２４年度 ２，５１３（全国ワースト１） ５６９

平成２５年度 ２，１５８（全国ワースト２） ５８０

平成２６年度 １，７２７（全国ワースト４） ５００

平成２７年度 １，５８０（全国ワースト３） ４８８

平成２８年度 １，３５６（全国ワースト４） ４７８

平成２９年度 １，３２４（全国順位不明） ５３０

現状は、

・捕獲数は他県と比較しても多い。

・捕獲数は減少の一途

・返還率は全国と比較しても低い。

以下の事項について継続的に取り組むことが必要。

・飼い主への適正飼養の普及啓発（逸走防止・終生飼養）

・登録（鑑札）、注射（注射済票）の装着の徹底

・マイクロチップの普及啓発

・遺棄が犯罪であることの周知

→平成２９年度には県警本部を通じて県内の交番や駐在所に遺棄・虐待の防

止に関するポスターを配布

・犬猫の返還率を高めるための施策

→返還率が低い地域を対象とし、保健所職員がペットの飼い主宅を訪問した

際に配るボールペン（普及啓発の文字と動物愛護センターの連絡先入り）

を作成、配布。

（３）犬猫の収容後の状況（返還・殺処分・譲渡処分、３市除く）（平成２９年度）

捕獲 引取り 負傷 返還 譲渡 殺処分

犬 1,162 185 15 388 714 273
猫 1,523 266 12 1,080 664

平成２９年度

幼猫 引取り数 １，２９１頭

うち殺処分数 ３０２頭

※平成２７年度から県職員による哺乳ケアが開始

平成２９年度からミルクボランティア制度を導入。

これらの取り組みもあり、子猫の殺処分率が減少。



現状は、

・頻繁な哺乳を必要とする or弱った状態で収容される子猫が多い。
・成犬・成猫については譲渡成立までに時間がかかることが多い。

対策として以下の取組等を進めることが必要。

・哺乳を必要とする子猫のケア（ミルクボランティアの増員）

・適正譲渡の推進

（４）動物に関する苦情数（３市除く）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

捕獲依頼 ４，０５６ ３，８６６ ３，８６３ ３，２５６ ３，１６０

住居・庭園 ８５４ ９８２ １，０１９ ８５７ ９４５

汚物悪臭 ７２１ ８０８ ８６３ ８５５ ８３９

鳴き声 ４５０ ４５８ ４２０ ４３０ ４０１

農作物・家畜 ２９１ ２４９ １９２ ２４４ １１３

その他 １，５９５ １，６４８ １，４９４ １，５６１ １，５２９

（５）飼養に関する指導・助言数（３市除く）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

逸走 ６，２４１ ５，６０１ ６，０９７ ５，８２９ ５，２０４

飼い方 ２，８５１ ３，５０６ ３，５３７ ３，８０６ ３，３０９

譲渡 ２，２９９ ２，３９７ ２，８０８ ２，８５４ ２，６３４

引取り ３，２０７ ２，９５７ ２，２６９ １，９１３ １，６７８

不妊去勢 １，５３７ １，８１１ １，９２２ ２，１３８ １，６３２

登録注射 １，５２６ １，６４８ １，６４９ １，７２８ １，５１６

疾病 １，０５２ １，１３７ １，０９７ １，２１６ ９１３

死亡 ３６７ ３３２ ４００ ３７５ ３９５

その他 １，６０２ １，９７８ ２，４３７ ２，１６３ １，７００



（６）猫による環境問題

庭やゴミ荒らし、糞尿・鳴き声などが問題となることが多い。

屋外で飼養される猫と飼い主のいない猫との区別がつかない（つきにくい）。

この傾向は平成２６年度の推進計画改定時と変わらない。

さらに、近年は公園等の公共の場の猫が問題となるケースが増えている。

対策として以下の取組を実施。

・猫の屋内飼養の推進

・地域猫活動の推進

（千葉県飼い主のいない猫の不妊去勢事業実績及び各市町村の助成状況については別資料）

（７）多頭飼養（３市除く、調査数は平成２９年度分）

平成２９年度末までの届出数（累計） １４３

現地調査数（周囲の確認のみ） ８９

立入調査数（飼養者からの聞き取りを含む調査） １１６

（指導内訳）

犬 猫

逸走 １１ ３

飼い方 ４４ ７７

譲渡 １８ ３６

引取り １２ ４９

不妊去勢 ２７ ７９

登録注射 ３１ ０

疾病 １９ ２７

死亡 ０ ４

その他 ４ １２



（８）動物取扱業の適正化(３市を除く）

第一種動物取扱業

（登録状況）

登録数 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養 事業所数

2,249 827 1,002 68 219 128 0 5 1,658
（立入数）

立入検査数 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養

1,212 481 488 53 87 101 0 2
第二種動物取扱業

（届出状況）

届出数 譲渡し 保管 貸出し 訓練 展示 事業所数

25 16 3 0 0 6 20
（立入数）

立入検査数 譲渡し 保管 貸出し 訓練 展示 事業所数

21 7 3 0 0 11 0

（９）目標数値への達成度

引取り数（法第３５条第１項、第３項による引取り・３市含む）

現状（平成２９年度） 目標（平成３５年度）

犬：２９９、猫：２，０９９ 犬：３００、猫：２，０００

マイクロチップ登録数（３市含む）

犬 猫 他 計

平成２４年度 ４３，３０２ ６，９８７ ２１１ ５０，５００

平成２５年度 ５１，４５６ ８，７６５ ２３３ ６０，４５４

平成２６年度 ６１，１０２ １１，１６６ ２４３ ７２，５１１

平成２７年度 ７１，１３２ １４，１２５ ２６２ ８５，５１９

平成２８年度 ７９，９９２ １７，０４４ ２６４ ９７，３００

平成２９年度 ９２，５９５ ２１，４０７ ２７２ １１４，２７４

（目標） ２００，０００

平成３５年度

※千葉県における AIPOデータベース登録数



（１０）愛護教室（３市除く、平成２８年度）

開催数 対象者数

平成２４年度 １３回 １，６８０人

平成２５年度 １８回 ２，５２５人

平成２６年度 ３２回 １，６４１人

平成２７年度 ３２回 ２，１９２人

平成２８年度 ４０回 ２，３１９人

平成２９年度 ４９回 ２，３５６人

（１１）狂犬病対策

現在の状況は、

注射率 ７２．７％（３市含む、平成２８年度）

※平成２４年度は７２．９％であり、年による変動はほぼ無い。

これに対し、以下の取組を実施

・登録や狂犬病予防注射に関する広報

・発生時に備えた準備態勢強化

平成２８年度は、２カ所の保健所で関係者による机上演習を実施

平成２９年度は、保健所担当者を集め、机上演習を実施



（１２）災害時における動物の救護

（千葉県動物愛護ボランティア）

平成３０年度登録数 １７８名

（災害時協定）

平成２３年度

公益社団法人千葉県獣医師会、公益財団法人千葉県動物保護管理協会

千葉県飼鳥獣商組合と災害時動物救護に係る協定を締結

※その後、千葉県飼鳥獣商組合が解散

平成２９年度

平成３０年２月１日付けで、

東関東ケネル事業協同組合と協定を締結

平成３０年３月１日付けで、

千葉県飼鳥獣商組合との協定を解消

公益社団法人日本愛玩動物協会と協定を締結

（災害時動物救護マニュアルの改正）

平成２９年度

環境省は、「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を改定。

名称「人とペットの災害対策ガイドライン」となる。


